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北広島市長 上 野 正 三    

 

北広島市上下水道事業広告取扱要綱   

 

(目的) 

第１条 この要綱は、北広島市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)

が所有する財産に広告を掲載し、又は掲示すること(以下「広告掲載」という。)

に関し必要な事項を定め、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図る

ことを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 広告媒体 上下水道事業が所有する物品、印刷物その他の資産等で広

告を掲載し、又は掲出する媒体をいう。 

(２) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出すること

をいう。 

(３)  広告主 広告掲載の決定を受けた者をいう。 

(４) 管理者 地方公営企業法(昭和 27年法律第 292号)第 8条第 2項の規定

により上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。 

(広告媒体) 

第３条 広告媒体の対象となるもの及び対象とならないものは、次に掲げるも

のとし、対象となるものは、その積極的な活用に努めるものとする。 

１ 対象となるもの 

(１) 封筒、印刷物、パンフレット 

(２) 上下水道事業が所有する資産等 

(３) その他広告掲載が可能と認められるもの 

２ 対象とならないもの 

(１) 上下水道事業の政策に関する計画書に類するもの 

(２) 申請書、申告書及びそれらに類するもの 

(３) 通知書、納入通知書及びそれらに類するもの 

(広告の内容) 

第４条 次のいずれかに該当すると認められる広告は、広告掲載の対象としな 

い。 

(１) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの 

(２) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

(３) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの 



(４) 政治性のあるもの 

(５) 宗教性のあるもの 

(６) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの 

(７) 個人又は法人の名刺広告 

(８) 良好な景観の形成、風致の維持等を害するおそれがあるもの 

(９) 内容又は責任の所在が不明確なもの 

(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認する

おそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適

切でないもの 

(11) 比較広告 

(12) 懸賞広告又はクーポン付き広告 

(13) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

(14) 水道料金等を滞納している者の広告 

(15) その他上下水道事業が所有する資産の性質等に照らし、広告掲載する

ことが適当でないと認められるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広告掲載の内容に関する基準については、北広

島市広告取扱要領(平成 18 年 12 月１日市長決裁)の例による。  

(募集方法) 

第５条 管理者は、次に定める方法のうちから、各広告媒体の性質及び特徴を

考慮し、定める。ただし、広告掲載希望者が募集する広告枠の数に満たない

ときに限り、特定の事業者、団体等に対して個別に掲載依頼をすることがで

きるものとする。 

(１) 直営方式 広報、ホームページ等により上下水道事業が直接募集する

方式 

(２) 広告代理店方式 広告代理店に広告掲載枠を売却する方式 

(３) 委託方式 募集業務を広告代理店等に委託する方式 

２ 管理者は、第 1 項の場合において、次に掲げる事項を明記し、責任の所在

を明確にするものとする。 

(１) 上下水道事業は広告内容に関して、一切の責任を負わないこと。 

(２) 苦情等については、広告主が責任を持って誠実な対応をとること。 

(３) 広告掲載にかかる一切の経費は、広告主の負担とすること。 

(応募者の資格) 

第６条 前条の募集に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

(１) 次に掲げる業種及び事業者でない者 

 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第

122 号)第２条に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する

業種 

 イ 貸金業法（昭和 58 年法律第 28 号）第２条第 1 項に規定する貸金業 

 ウ たばこに関する業種 



 エ ギャンブルに関する業種 

 オ 社会問題を起こしている業種及び事業者 

 カ 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者 

 キ 民事再生法(平成 11年法律第 225号)による再生手続中及び会社更生法

(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続中の事業者 

 ク 各種法令に違反している事業者 

 ケ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者 

 コ 北広島市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 26 年北広島市条例第

４号）第２条第２号に規定する暴力団員の支配を受け、又はこれと密接

な関係を有している事業者 

 サ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等

に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)第２条第２号に規定するインター

ネット異性紹介事業 

 シ 特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）第 33 条第 1 項の連

鎖販売取引を行う事業者 

 ス 市区町村税を滞納している事業者 

 セ その他上下水道事業が所有する財産を広告媒体とする広告に係る業種

又は事業者として適切でないと認められる者 

(２) 水道料金等を滞納していない者 

２ 広告媒体の内容又は目的によって、応募者を限定する必要がある場合及び

限定した方が効果的である場合には、応募者の資格要件を設けることができ

るものとする。 

(広告主の決定に関する事項) 

第７条 管理者は、次に定める方法のうちから、各広告媒体の性質及び特徴を

考慮し、定める。 

(１) 競争入札による方法  

上下水道事業があらかじめ広告掲載料に係る予定価格を定め、広告掲載

希望者の中で一番高い金額で入札した者に決定するもので、次の場合に採

用する。 

ア 広告掲載希望者が多数見込まれ、競争させることにより大幅な財源確

保が期待できる場合 

  イ 広告代理店に広告掲載枠を売却する場合 

 (２) 競争入札によらない方法  

上下水道事業があらかじめ広告掲載料を提示し、広告掲載希望者を募集

するもので、同等又は類似の広告媒体が多数あり一定の市場価格等がある

場合に採用する。この場合において、募集した広告枠の数を超える広告掲

載希望者から申込みがあったときは、地域産業の振興及び公共性の観点か

ら、次の表の優先順位により決定するものとし、同順位者が 2 者以上ある

ときは、原則として抽選により決定する。 



 (広告掲載の申込み) 

第８条 広告掲載希望者は、北広島市上下水道事業広告掲載申込書(別記第 1

号様式)に掲載を希望する広告案を添付し、管理者に提出するものとする。 

(広告内容の審査) 

第９条 管理者は、広告掲載希望者から前条の規定による申込みがあった場合

は、この要綱に基づき、広告内容を審査する。 

２ 審査の結果、広告掲載にふさわしくない内容と認められる場合又は不適切

な表現がある場合は、広告掲載希望者に対し修正を求めるものとし、修正に

応じない場合は、掲載しないものとする。 

(審査結果の通知) 

第 10 条 管理者は、前条の規定による審査を行った場合は、北広島市上下水道

事業広告掲載決定通知書(別記第２号様式)によりその結果を広告掲載希望者

に通知しなければならない。 

２ 前項の通知書には、広告掲載期間、広告掲載料、納付期限及び掲載する広

告の内容を記載するとともに、北広島市上下水道事業広告掲載承諾書(別記第

３号様式)及び広告掲載料の納入通知書を添付するものとする。 

(広告掲載の取消し) 

第 11 条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載期間中であって

も、広告掲載を取り消すことができるものとする。 

(１) 広告主が上下水道事業の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停

滞させる行為を行ったとき。 

(２) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。 

(３) 広告主が第６条第１項第１号アからセまでに掲げるものその他広告

を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。 

(４) 広告主が偽りその他不正な手段により広告掲載の決定を受けたとき。 

(５)  広告主が掲載広告又は掲載広告の電子データを指定期日までに提出

しなかったとき。 

(６) 広告主が倒産等により存在しなくなったとき。 

(７) 上下水道事業の業務上やむを得ない事由が生じたとき。 

(広告掲載料の返還) 

第 12 条 既に納付された広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、広告

主の責によらない理由等により、広告を掲載することができなかった場合は、

この限りでない。 

順位 広告掲載希望者区分 

１位 公益法人及び公共性の高い業種の私企業等で、市内に事業所等を有

するもの 

２位 私企業等で市内に事業所等を有するもの 

３位 上記順位以外のもの 

備考 この表の順位にかかわらず、広告の内容及び目的に即した優先順位が

必要な場合は、別に優先順位を設けることができる。 



(損害賠償) 

第 13 条 管理者は、第 11 条各号の規定により使用できなくなった広告媒体が

ある場合は、その再作成に必要な経費を広告主に請求することができるもの

とする。ただし、広告主の責によらない理由等により、広告媒体を使用でき

なくなった場合は、この限りでない。 

(広告掲載物品の寄附の受入れ) 

第 14 条 管理者は、広告主から広告を掲載した封筒、印刷物等の物品の寄附の

申入れがあった場合は、掲載される広告の内容を審査し、適当であると認め

られるときは寄贈を受けることができるものとする。 

(委任) 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項につい

ては、水道部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年６月 10 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年 10 月４日から施行する。 


